ミーティングルーム利用に関する変更について
	目的

	真岡市市民活動推進センターに登録された皆さんが利用できる貸し会議室を増やすことで、より一層、市民活動やボランティア活動の推進につながる利活用を促すことを目的とします。

	増設したミーティングルームについて

	【場所】従来のミーティングルームに隣接する講師控室（旧町長室）を整理し、活動できるように整備しました。
【備品】机6脚、イス12脚程度を想定しています。これらは常設とはせず、逐次、準備・片付けをしていただくようお願いします。
・ホワイトボード1脚を常設します。
【利用人数】15名程度を想定しています。

	利用基準について

	市民活動・ボランティア団体として、「社会的」「公益的」活動を実践していることを明示いただきます。具体的には以下のような仕組みを考えております。
・登録時、「公益的」活動をおこなっている団体である旨を明確にしていただくため、規約等の提出をお願いすることとなります。
・登録済みの団体については、簡単な次年度活動計画や当年度の活動報告をいただく仕組みを予定しています。

	利用時のルールについて

	【変更点】
・ミーティングルーム利用の際、見学希望者がいた場合には原則受け入れていただくようお願いいたします。
・曜日や日時を決めて定期的な活動を希望する場合は、公民館の「定例使用団体」への移行などもサポートいたします。
・R6年度よりミーティングルーム不足に対応した「減免制度」については、R8年度末に終了を予定しています。
【これまで通り】
・過度に激しい音楽やダンス等を行う場合は、音量等制限する場合があります。
・ミーティングルームの予約については、引き続き月3回までとします。それを超えて使用したい場合は、利用希望日の前月から予約可能とします。
・ミーティングルームでのペットボトル飲料もしくはふた付きボトル以外での飲食はできません。センター交流コーナー等をご利用ください。
※その他「利用の手引き」に則り、ご利用ください。（上記内容を踏まえ、近日中に「利用の手引き」も更新いたします。）
※利用実態に応じて適時、ルール変更する場合がございます。ご了承ください



